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申込みから入居まで

申込資格を確認する
市営住宅を申し込むためには一定の資格が必要です。

この案内の5ページから記載されている「申込資格」欄で確認してください。

募集案内の先頭ページにある「入居申込書」とΠばがき類」を切りとり、必要事項をご記入ください。

申込みに必要な類

n)「市営住宅入居申込書」

②「さいたま市市住宅入居申込受取」倭}「同意(面:アンケート)」

「市営住宅入居申込書」への記入は、記入例をよく見て、申込者氏名と必要事項をもれなく

記入してください。信己入漏れや書類不足等の場合は申込みの受付ができずに返送させていた

だくことになります。特に、申込み締切り日近くに郵送される際はお気をつけ下さい。)

また、「さいたま市市営住宅入居申込受取票」及び「さいたま市市営住宅抽せん結果通知書」の

2枚には、それぞれ63円切手を必ず貼り、〒・住所・氏名と申込み団地を記入し、申込み団地の種別
を0で囲んでください。

郵送は、青色の申込用専用封筒を使用してくださいそれ以外の封筒を使う際には、入居申

申込書類を郵送する

込書在中」と朱書きしてください

なお、回状^乙通^
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は}「さいたま市市営住宅抽せん結果通知書」

受取票
申込みを受け付けた場合には、「さいたま市市営住宅入居申込受取票」に、受付番号(抽

せん番号)を記入し郵送いたします。到着しましたらすぐに内容をご確認ください。不明な

点等ございましたら、埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課までお問い合わせください。

みは

公開抽せん
入居希望者が募集戸数を超えた場合、募集戸数の15倍の当選者数を抽出する抽せんです。

抽せんは、申込者本人が番号を引くものではありませんので、抽せん会を欠席されても結果

には影響ありません。(募集戸数が4戸以下の住宅の当選者数は、募集戸数に3を加えた数と

します。)

となり ので、ご注意ください。



市営住宅抽せん結果通知書の送付
申込者全員に、「さいたま市市営住宅抽せん結果通知書」を郵送いたします。

なお、落選された方は、さいたま市市営住宅抽せん結果通知書」を5年間保存してくださ

次当選者の方は、募集案内15ヘージ参照の現在の住居の状況申立書兼同意書(27・28ヘージ)

に必要事項を記入し、申込者全員分の個人番号(マイナンバー)確認書類と申込名綻人の身兀確.忍、1t

類(29・30ページ)を併せて桃色の専用ま墹で郵送(1明日までに必着)してください

送{寸いただく書類

(1)「現在の住居の状況申立兼同(表面面)」 {引「申込名義人の身元確認書類」

②「申込者全員分の個人番号(マイナンバー)

現在の住居の状況申立書兼同意書等を郵送する

資格審査
公開抽せんの結果、一次当選された方は入居資格の審査を受けていただきます。入居資格

審査は、書類によって行いますので、不足書類がありますと、審査が行えません。

また、審査に必要な書類は、申込者によってそれぞれ異なります。この案内の玲・17ペー

ジを確認のうえ、ご用意ください。

C卦一次当選された方全員が入居できるわけではありませんのでご注意ください。

資格審査により、「入居予定者」と「補欠者」を決定します。

入居決定通知
資格審査の結果、入居予定者となられた方に「市営住宅入居決定通知書

必要な書類等を送付し、入居説明会開催の通知をいたします。

また、補欠となられた方は、補欠順位の通知を送付いたします。

※入居に必要な手続き

(1)入居前に敷金(決定家賃の3ケ月分)を納入していただきます。

(2)入居には、緊急連絡先となる方が1名必要です。

と入居手続きに



入居説明会開催
入居予定者に対し、入居説明会を開催いたします。

入居説明会では、入居に係る諸手続等の確認もいたしますので、次の書類をご持参のうえ

必ず出席してください。

市営住宅入居請書

敷金納入領収書の写し

その他指定された書類

C主)無断で欠席されますと、失格となります。

「市営仔宅入居許可書を発hし、入居を水認いたします

入居

居許可日令和4年12月1日以降

注)①入居は、入居許可日から15日以内に入居していただきます。

②家賃は、入居許可日から発生します。引っ越した日からではありませんので、

ご注意ください。また、入居後は毎年収入申告をしていただき、その結果に基づ

き家賃を決定します。

(3)市営住宅は共同住宅ですので、住みよい生活を送るためには、入居者の皆さん

にご協力していただかなければならないことが多くあります。このことから、団

地の自治会等が大変重要となりますので、入居者の皆さん全員に自治会等への加

入をお願いしております。また、団地自治会等で決定した共益費(共用部分の電気

料金等)を団地自治会等にお支払ください。

入居の承認

畢



2 申込方法等

川申込み期間

令和4年8月1日σヨ)から 8月31Π ok)

②申込み方法

次に示した書類のみを、下記あて専用の封筒(青色)で84円切手貼付の上、郵送してくださ

い。(封筒及びはがき2枚に切手の貼付けがない場合は、受取りはせず、返却させていただ

きます。)

なお、「さいたま市市営住宅入居申込受取票」と「さいたま市市営住宅抽せん結果通知書

の2枚には、それぞれ切手(63円)を必ず貼ってください。また、〒・住所・氏名と申込み

団地を記入し、住宅の種別を0で囲んでください。

必要妻類(※入居申込書など必要類はこの募集案内の先頭のぺージにっづってあります)

31日の消印有効

〒330-8516

さいたま市浦和区仲町3-12-10

埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課

:・土・日・祝日は、休業日です

①申込資格の確認

市営住宅を申込むためには一定の資格が必要です。 5・6ページの申込資格を確認してか

ら申込んでください。

②申込書記入上の注意

ア申込書の日付は、申込書等を郵送される日を記入してください。

イ申込書は住宅名義人が記入し、申込者氏名は住宅名義人の氏名を記入してください。

ウ住所は番地まで正しく記入し、アパート、借間等の場合は、 00アパート0号室、 00

様方まで記入してください。

工入居しようとする方の氏名には、入居しようとする世帯全員の氏名、フりガナを記入し、

続柄、生年月日、年齢をそれぞれ記入のうえ、性別に0印をつけてください。

オ身体、精神、知的障害に該当される方は、障害の等級欄の「有」に0印をつけ、身体障

害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等で確認のうえ障害の等級を記入してくだ

さい。また、該当されない方は「無」に0印をっけてください。なお、.』直』』塗ま^
0 の無いム、 のの量己が無い Aは無となしま。

力世帯状況の申込欄は、市営住宅入居申込書の裏面を確認し、該当する項目があれば、番

号に0印をつけてください。なお、誤って0印をつけられた場合は失格となる場合があり

ますので、十分ご注意ください。
ーー、"ノ、り゛

キ申込み団地については、 20・21ページに記載してある市営住宅募集一覧を確認のうえ、

申込み団地を1つ選び間違いの無いように記入してください。



)入居資格の喪失

;のよ、オ'臣△は、入決定'でもとなりま 0

ア申込み内容が虚偽や真実と異なる記載であること、また、入居資格を偽って申込みした

ことが明らかになったとき。

イ同一世帯2通以上の申込みをしたとき。

ウ資格審査において、必要書類を指定された期日までに提出しなかったとき。

工入居決定通知を受け、決められた日までに入居の手続を行わなかったとき。

オ申込書に記載した家族が、入居できなくなったとき。

力入居説明会を無断で欠席したとき。

キ申込み後に申込み内容に変更があったにも関わらず、埼玉県住宅供給公社市町村営住

宅課に速やかに連絡をしなかったとき、また、それによって通知等が到達しないとき。

ク申込者又は同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6

号に規定する暴力団員であることが判明したとき。

3 申込資格 ー/イニ/ノニ/g-'メ /
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田共通要件(単身住宅、高齢者対応住宅、高齢者世話付き住宅(世帯向け・単身)、車イ
ス住宅(一般・単身)に申込みされる方は、12ページの要件もご確認ください。)

申込みできる方(外国人にあっては、小込打及び1.Ⅲ,,掬υ永の令てが在留資格のある方)は、次のア

から力まで(単身住宅に申込みされる方はイから力)のすべての要件を備えていることが必要です。

※「子ども・被災者支援法」に基づく居住実績証明書をお持ちの方は、入居要件等が異なる場合

がございますので、事前にご連絡のうえご相談ください。

ア現に同居しているか、又は同居しようとする親族(3親等以内。事実上婚姻関係、にある方

及び、婚約者、を含む。)があること。ただし、両親がありながら片方の親との申込みΦV

被害者の世帯を除く)、兄弟姉妹だけの申込み、祖父母と孫だけの申込みなどの不自然な状況

の申込みについては除くこととします。

※事実上婚姻関係とは、双方に配偶者がいない期間と住民票上で同居が確認できる期間が現在ま

で1年以上継続している場合をいいます。

※婚約者としての申込みは、入居許可日の前日までに婚姻し、かつ両人とも同時に入居すること

が可能な場合において認められます。

※雛婚が成立していないが事実上婚姻関係が解消した世帯で申込みの場合は、配偶者と住民票で

1年以上別居が確認できるか、家庭裁判所に離婚の調停を申立てていることが条件となります。

イさいたま市内に住所又は勤務場所を有している成人で、地方税(11i"A民税及び川民健康保健

税等)を滞納していないこと

ウ地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅の家賃

もしくは損害賠償金を滞納していないこと。

工申込者又は同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に

規定する暴力団員でないこと。

オ現に111込行及び1"Ⅱ.'1糾族が{主'むに1村窮していることが川1らかなこと

ただし、

げ)自己名義の住宅を所有している方は申込むことができません。(共同名義を含む)

(イ)独立行政法人都市再生機構、住宅供給公社、その他国及び地方公共団体などの施策住宅

等に居住している方の申込みは原則できません。

例外として、次に該当する方は申込みできます。

(D 都市機構住宅等の入居者が次に該当する場合

①収入の変動によって収入が市営住宅申込みの収入基準に該当し、家賃の負担率がそ

の世帯の税込み収入の25%以上となっている場合。

②次の(2)の①~⑥に該当する場合。



②公営住宅の入居者が次に該当する場合

①住生活基本計画に定める、最低居住面積水準以下の住宅に入居している場合

最低居住面積水準とは

※世帯人数に対する住戸専用面積(壁芯)

●単身者世帯 25金

● 2人以上の世帯 101式X世帯人数+10Trf

⑧上記の式における世帯人数は、 3歳未満の者は025人、 3歳以上6歳未満の者

は0.5人、 6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらによ

り算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

⑮世帯人数(⑧の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、

上記の面積から5%を控除する。

②現に入居している同居者が、世帯分離等により入居申込みをする場合

③現に入居している住宅の除去が決定されている場合

④身体上の機能障害により、下層階の住宅に入居申込みをする場合

⑤一般世帯向住宅に入居している方が、特定用途住宅申込みの資格を備え、当該住宅に

入居申込みをする場合

⑥特定用途住宅に入居している方が、入居後特定用途住宅の入居資格を欠くに至った

ことにより、一般世帯向住宅に入居申込みをする場合

入居しようとする世帯全員の収入の総額が、次の表1にある収入基準の範囲内にあること。

(収入基準及び収入の計算方法は、フページ~11ページを参照してください。)

力

(表 1)

申込み範囲

般の申込みの方

高齢者・障害者世帯等の申込みの方※2

※1 収入月額とは、世帯全員の年間収入金額から所得控除、親族控除、特別控除などを差し引き、

残った額を12 (12ケ月)で割った額のこと

※2 高齢者・障害者世帯等の申込みの方とは、住宅名義人もしくは同居者の中に下記a~jに該
当する方がいる場合の世帯を指します。

a 1級~4級の身体障害者手帳等の交付を受けている方

b 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方

C A、 A 又はBの療育手帳等の交付を受けている方

d 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号の表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は

同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方

e 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者

f 新たに海外から引き揚げた方で、知事の指定を受けた方旧本上陸後5年以内の方で、引

揚証明書の交付を受けている引揚者本人が申込み、又は同居する場合)

g 60歳以上の方(入居許可日の前日時点)で、かつ、同居者のいずれも60歳以上(入居許可

の前日時点)、または、18歳未満(入居許可日の前日時点)の方である場合

h ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)

第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

i 同居者に小学校就学前の者がいる方

j 単身住宅へ申込む60歳以上の方(入居許可日の前日時点に60歳になっていること)

※ 1収入月額(氷川住宅以外)却収入月棚氷1惟割こ申込む場合)

114,000円以下158,000円以下

139,000円以下214,000円以下



収入月額の計算方法
市営住宅入居収入基準は、入居予定者全員の収入をもとに以下の計算の手順で算出します。

一原則一

収入基準を算出するにあたり使用する収入は、令和3年1年問の収入です。

ただし、令和3年1月2日以降に就職・転職等があった場合、令和3年から新たに事業を
開始された方などは、現在の職における推定の年間収入を算出し、用いることとします。

なお、令和3年1月2日以降に退職・事業の廃止などにより無収入となり、現在において

も無職である場合には、収入が無いものとみなし、計算に加えないこととします。

SteP1 収入がある人の年間所得金額を個別に算出する。

1.給与所得者の場合

※令和3年1月1日以前から継続して同一の職に就いている場合は、令和3年分給与の源泉徴
収票の給与所得控除後の金額」が年問総所得金額となります。
ただし、令和3年1月2日以降に就職・転職された方は、次の計算式を用いて推定年間総収
入金額を算出した後、計算を進めてください。

勤続間の総収入金額一支払済賞与額

勤続月数

月の途中で就職・転職した場合は、その月に得た収入額は除いて計算して下さい

年間総所得金額の計算方法

ア年問総収入金額(推定年間総収入金額)

年間総収入金額の範囲

1,618,999円以下

1,619,000円~1,619,999円

1,620,000円~1,621,999円

1,622,000円~1,623,999円

1,624,000円~6,599,999円

X

の端数整理をする。

端数整理の方法・結果

端数整理しない。

1,619,000円

1,620,000円

1,622,000円

金額を4,000で除して小数点以下を切り捨て、これに4,000を乗じる。

(伊D 2,131,987円÷4,000=532円9967→532円

532円X4,000=2,128,000円

端数整理しない。

0

12か月十賞与額(末払いの場合は推定額)

6,600,000円以上

イ年間総所得金額を算出する

端数整理後の年間収入金額

~ 550,999円

551,000円~ 1,618,999円

1,619,000円~ 1,619,999円

1,620,000円~ 1,621,999円

1,622,000円~ 1,623,999円

1,624,000円~ 1,627,999円

1,628,000円~ 1,799,999円

1β00,000円~ 3.599,999円

3,600,000円~ 6,599,999円

6,600,000円~ 8,499、999円

8,500,000円~

※所得金額調整控除
給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の
金額と公的年金等の雑所得の金額の合計か10万円を超える場合は、給与所
得控除後の金額から最高で10万円を差し引いた額が給与所得金額となりま
す給与所得控除後の金額が10万円米満の場合はその金額を差引きます

7

年間総所得金額の寸算方法(円)

年間所得金額は0

端数整理後の年間収入金額 550,000

1,069,000円

1,070,000円

1,0π,000円

1,074,000円

端数整理後の年間収入金額 XO.6 100,000円

端数整理後の年間収入金額 XO.7 80,000円

端数整理後の年間収入金額 XO.8 440,000円

端数整理後の年間収入金額 XO.9 1,100,000円

端数整理後の年間収入金額一1,950,000円

年間総所得金額 .
円



2.事業所得者の場合

※令和3年1月1日以前から継続して同一の事業を続けている場合は、令和3年分確定申告の

「所得金額の合計」が年間総所得金額となります。

ただし、令和3年1月2日以降に事業を開始された方は、次の計算式を用いて推定年間総所得

金額を算出してください。

事業により得た収入金額一必要経費

事業を営んだ月数

◎月の途中で事業を開始した場合は、その月に得た所得額は除いて計

年間総所得金額の計算方法

年間総収入金額

3.年金所得者の場合

※令和3年1月1日以前から年金を受給している場合は、令和3年分年金の源泉徴収票の「支

払金額」が年問総収入金額となります。年間総収入金額を次の表にあてはめて、金額を算出

してください。

ただし、令和3年1月以降に新たに年金の受給を開始された場合は、年金証書の年金額を使

用して、年間総所得金額を算出してください。

X 12か月

税法上認められた必要経費

年問総所得金額の計算方法

受給者の年齢

してください.

年間総所得金額

65歳以上の方

年金額

1,100,000円以下

1,100,001円~3,299,9羽円

3,300,000円~4,099,999円

4,100,000円~フ,699,9羽円

フ,700,000円~9,999,999円

10,000,000円~

600,000円以下

600,001円~1,299,999円

1β00,000円~4,099,999円

4,100,000円~フ,699,999円

フ,700,000円~9,999,999円

10,000,000円~

65歳未満の方

年間総所得金額の計算一・A

所得は0

(その年の年金額) 1,100,000円

(その年の年金額)×0.75-275,000円

(その年の年金額)×0.85-685,000円

(その年の年金額)×0,95 1,455,000円

(その年の年金額)-1,955,000円(上限)

所得は0

(その年の年金額)-600,000円

(その年の年金額)×0.75-275,000円

(その年の年金額)×0.85 685,000円

(その年の年金額)×0.95 1,455,000円

(その年の年金額) 1,955,000円(上限)

(注意)

生活保護扶助、失業給付金、労災保険給付金、

所得とはなりません。

年間総所得金額

族・障害年金、仕送りなどは、申込み資格の

".



SteP2.年間総所得金額を合計する。

収入のある方が複数いる場合は、算出した年間総所得金額を足し合わせ、合計年間総所得金

額を算出する。

年間総所得金額(C)年間総所得金額(A) 合計年間総所得金額年間総所得金額(B)

十 +

円 円

SteP3.控除できる金額を確認する。

次の表の該当する項目の控除を算出する。

控除種別 控除対急者

紛リ所得等小込名本人又は阿1,'}親族に給リ所得又は公
搾 除的年分等に係る雑所得をイiする力

同居.扶養申込み本人を除く、同居(又は同居しようと
控 除する)親族及び遠隔地扶養親族

特定扶養鶏族扶養親族のうち年齢16歳以上で23歳未満の人

老人扶養親族
扶養親族のうち年齢70歳以上の人

割増控除

老人控除対象
配偶者控除

人=

円

円

270,000円X

円

円

+

控除対象配偶者が年齢70歳以上の人

申込み本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち

①児童相談所などから中度・軽度の知的障

害者と判定された人

②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる人で2・3級の人

③身体障害者手帳の交付を受けている人で
3級~6級の人

④戦傷病者手帳の交付を受けている人で第
四項症から第六項症までまたは第款症か

ら第五款症まで

⑤年齢65歳以上で障害の程度が住)③と同程

度であることの福祉事務所長の認定書を交

付されている人

申込み本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち
①心神喪失の常況にある人

②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる人で1級の人

③児童相談所などから重度の知的障害と判
定された人

④身体障害者手帳の交付を受けている人で
1・2級の人

⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人で、
特別項症から第3項症までの人

⑥原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認
定を受けている人

400,000円X 人=

障害者控除

控除額

人=円100,000円 X

(合計額が10万円末満の場合は
当該所得金額)

円

380,000円X

250,000円X

人=

特別障害者
控 除

100ρ00円X 人一



控除種別

特別障害者
控 畍

控除対象者

⑦年齢65歳以上で障害の程度が①B)④と
同程度であることの福祉事務所長の認定書

を交付されている人

⑧常に就床を要し複雑な介護を要する人

寡婦控除

所得者本人が夫と離婚してから婚姻をしてい
ない人で扶養親族がいる人、夫と死別した後
婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかで
ない人のうち、次の三つの要件の全てにあて
はまる人

Ⅱ)ひとり親に該当しないこと
②合計所得金額力巧00万円以下であること
③所得者本人と事実上婚姻関係と同様の事情
にあると認められる定の人がいないこと

ひとり親控除

所得者本人で、婚姻していないこと又は配偶
者の生死が明らかでない人のうち、次のつ
の要件の全てにあてはまる方

①所得者本人と事実上婚姻関係と同様の事情
にあると認められる一定の人がいないこと
②生,'1をにする子(所得が48万円以下で、
他の人の控除対象配偶者又は扶養親族ではな
い人)がいること
侶)合計所得金額力巧00万円以下であること

400,000円 X

控除額

※控除の内容については、法令改正により変更される可能性があります

追加で書類を提出していただくことがあります

人宗円270,000円X

(所得が27万円未満の場合は当

該所得額)

人一

SteP4 収入月額を算出する。

先に求めた合計年間総所得金額から控除金額を差引き12で除して収入月額を算出する。

円

人= 円350,000円X

(所得が35万円末満の場合は当

該所得額)

SteP5 入居資格を確認する。

算出した収入月額が、収入基準に該当するか確認してください。

申込み範囲 収入月額(氷川住宅以外)

般の申込みの方 158,000円以下

高齢者・障害者世帯等の申込みの方※ 214,000円以下

※高齢者・障害者世帯等については、 6ページをご確認ください。

控除金額合計

変更された場合、

円

収入月額咏川住宅に申込む場合)

114,000円以下

139,000円以下

額月入収

21)円円(
計合額金除控金十合



収入月額算出の計算伊1(参考にしてください)
市営住宅入居申込書記入例にある家族構成で、夫の年間給与総収入額が5,259,500円、妻の

年間給与総収入額が1,234,555円、子供2人には収入が無い場合

※中途就職の場合は、推定年間総収入金額を算出してから、計算を進めてください。

Step l

夫の所得計算

家族全員の市営住宅入居判定用所得金額を算出する。

①端数整理をする

5,259,500円÷4,000=1,314.875→1,314 1,314×4,000=5,256,000円

②所得金額を算出する

5,256,000×0.8-440,000=3,764,800円(年間総所得金額)

妻の所得計

端数整理はしないで、所得金額を算出する。(1,618,999円以下のため)

1,234,555円一550,000=684,555円(年間総所得金額)

SteP2 市営住宅入居判定用所得金額を合計する。

3,764β00円 684,555円(a) 4,449,3肱円(合計年間総所得金額)

SteP 3 控除金額を計算する。

給与等所得控除 100,000円X2人=200,000円

同居・扶養控除 380,000円X3人=1,140,000円

障害者控除 270,000円X1人=270,000円

特定扶養親族控除 250,000円X2人=500,000円

200,000円 1,140,000円 270,000円 500,000円(b) 1,910,000円(捌徐余額合計)

SteP4 収入月額を算出する。

{ a 4,4船,355円(b) 2,110,000円}

SteP5 入居資格を確認する。

この計算例の場合、申込者世帯が6ページに記載してある「高齢者.障害者世帯等の申込み

の方」に該当し、世帯の収入月額が基準の収入月額(214,000円以下)の範囲内でありますので、

申込資格に該当することとなります。

ただし、氷川住宅に申込む場合の基準収入月額(139,000円以下)の範囲外となりますので、

氷川住宅へは申込みできません。

12 194,946円(収入月客助



( 2) 住宅の種類による要件
次の住宅は、 5ページ3申込資格住)共通要件のほか、下のア~工の要件が必要となります

ア単身住宅※単身車イス住宅に申込む方はアと工の両方に該当すること
配偶者がいないもしくは事実上婚姻関係が解消している方で、次のいずれかに該当する方。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅に

おいてこれを受けることができない、又は受けることが困難であると認められる方を除く。
0力60歳以上(入居許可日の前日時点)の方であること。
{イ"級~4級の身体障害者手帳の交付を受けていること。
竹)戦傷病者手帳等(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又

は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けていること。
国厚生労働大臣の許可を受けている被爆者であること。
(オ)生活保護受給者であること。
仂)本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者であること。
(制ハンセン病療養所入所者等に対する補金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)

第2条に規定する国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所入所者等であること。
伊)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方)、知的障害者(療育手帳

等の交付を受けている方)の方。

剛配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で
次のいずれかに該当する方
・配偶者暴力相談支援センターでの保護終了後から5年を経過していない方
・婦人保護施設での保護終了後から5年を経過していない方
・裁判所が決定した保護命令が効力を生じた日から5年を経過していない方

コ)生活保護法(昭和25年法律第1"号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成
19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律

第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改

正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14
条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給者を含む世帯

高齢者対応住宅

60歳以上(入居許可日の前日時点)の高齢者夫婦のみであること。

※どちらか一方が60歳未満の場合は、申込みができません。

高齢者世話付き(世帯向け・単身)住宅(シルバーハウジング)

世帯向けは(ア)から(ウ)、単身は(エ)に該当し、独立して生活をするには不安があると認

められるが、自炊が可能な程度の健康状態で重度の介護を必要としない者

0力65歳以上(入居許可日の前日時点)の方のみの世帯
{イ}閃歳以上(入居許可日の前日時点)の方で、その配偶者が60歳以上(入居許可日の前日時点)

の夫婦世帯

{ウ}飾歳以上(入居許可日の前日時点)の方と障害者手帳(身体1~4級)を持っている方のみの世帯
国飾歳以上(入居許可日の前日時点)の単身者

※鉐歳以上の高齢者向け住宅として、住宅内の設備は床の段差解消、手すりの設置、
急通報システムの導入など、高齢者に配慮した設備を設けるとともに、生活相談室、団ら
ん室等、入居者の利便施設を設置しています。さらに、入居者の安否確認や緊急時の対応、
関係機関への連絡、生活相談などのサービスを提供するため、生活援助員を派遣し、入居
者が自立して安心かつ快適な生活を送れるよう、生活の手助けをするものです。

なお、この住宅に入居される方は、家賃や共益費とは別に前年の所得税額に応じた生活
援助員派遣に要する費用(0円~4,900円)を負担していただきます。

車イス住宅(一般・単身)÷手帳の保有者と車イス使用者が同一者であること

単身車イス住宅に申し込む方はアと工の両方に該当すること

小込者又は向1,,1しようとする親放か次のいずれかに該"1し、かつ11常1札イスを使川していること
0力1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
印戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は

同法別表第1号表ノ3の第1款症である方)の交付を受けていること。
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川さいたま市市営住宅入居者申込受取票の送付
申込みをされた方には、抽せん番号を記入した「さいたま市市営住宅入居申込受取票」を

郵送いたします。到着後、内容をご確認ください。不明な点等ございましたら埼玉県住宅供

給公社市町村営住宅課までお問い合わせください。抽せん会終了後の対応は致しかねる場

合がございますので予めご了承ください。

(注)申込書を郵送して1週間以上たっても受取票が郵送されない場合には、埼玉県住宅供給公

社市町村営住宅課まで必ずお問い合わせください。

4 入居者の決定方法

公開抽せん

申込者の数が募集戸数を超える場合は、抽せんにより募集戸数の1.5倍(募集戸数が4戸

以下の住宅については、募集戸数に3を加えた数)に相当する一次当選者を抽出いたします。

なお、申込者が募集戸数を下回った場合は、原則として申込者全員を一次当選者とします。

(注)一次当選となられた方の中から、資格査により入居予定者と欠者を決定することとな

ります.したがいまして、一次当選者全員が入居予定者ではありませんので注意してください。

抽せん会日時

抽せん会場

(3)さいたま市市営住宅抽せん結果通知書の送付
申込みをされた方には、「さいたま市市営住宅抽せん結果通知書」を郵送いたします。

なお、抽せん結果は、抽せんUの下後51博までには、当公社ホームヘージに掲載します

(発送予定日)公開抽せんが終了してから5日以内(休日は除く)

令駒14年9j11611(ぐb)午前1011寺から

埼玉県住宅供給公社4階会議室

(場所についてはこの冊子の19ページをご覧ください。)

公開抽せん日以降1週間以上たっても「さいたま市市営住宅抽せん結果通知書」が郵送さ

れない場合には、埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課まで必ずお問い合わせください

抽せんにおける優遇制度について

次頁に該当する世帯については、抽せんにおける当選確率を高めるために優遇する制度を

設けております。

その優遇方法は、本来1世帯に1つの抽せん番号を付与いたしますが、次頁表のうち、世

帯状況による優遇(申込締切日時点)に1つ以上該当する世帯においては、抽せん番号を1

つ加えて合計2つ付与します。また、連続落選に該当する世帯には、抽せん番号をさらに

1つ加えて付与しますので、最大で3つ付与し当選確率を高めることとします。

この優遇される世帯については、ご記入いただいた「市営住宅入居申込書」の内容により、

該当・非該当の判断をいたします。また、もし記入された内容に誤りがあり、遇措置を受

けられない世帯が優遇された場合や連続落選により優遇された世帯で連続落選したことが

分かる通知(落選はがき)又は、補欠順位の通知書をお持ちでない場合は失格となりますの

で、「市営住宅入居申込書」の記入に際しては、間違いの無いように十分にご注意ください。
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該当世帯

申込者又は伺居する親族が、次のいずれかに該当する世帯(単身住宅入
居資格要件を満たすための該当と車イス対応住宅申込みは除く。)
ア 1級~4級の身体障害者手帳等の交付を受けている障害者世帯
イ 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている
ウ④、 A 又はB の、療育手帳の交付を受けている

次に掲げるいずれかに該当する方のみと同居する、60歳以上の方の世帯
(単身世帯と高齢者対応住宅及び、高齢者世話付住宅申込は除く)

ア配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者、その高齢者世帯
他婚姻の予約者を含む。)

(単身世帯は除く)
イ 18歳未満の親族

ウ 60歳以上の親族

工上記、障害者世帯にあるア~ウに該当する親族

配偶者のない者で、現に20歳未満の児童を扶養している世帯
母子、父子世帯

6川1.,}、離蛎調仲小、又は嬬約名や内絃関係の杣丁がいるノjは該"1しません)

3人以上の18歳未満の者(胎児は除く)と同居する世帯多子世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又
は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第

14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
び永住帰国後の自立の支援に関する法律の部を改正する法律(平成19
年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦

生活保護等
人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律のー

部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定に

よりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第H条
第1項に規定する支援給付を含む。)の受給者を含む世帯(単身住宅入
居資格要件を満たすための該当は除く。)

戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第
6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付

戦傷病者世帯
を受けている方を含む世帯(単身住宅入居資格要件を満たすための該当

と車イス対応住宅申込みは除く。)

新たに海外から引き揚げた者で、知事の指定を受けた世帯旧本上陸後
5年以内で、引揚証明書の交付を受けている引揚者本人が申込み、又は引揚者世帯

同居する場合)(単身住宅入居資格要件を満たすための該当は除く。)

被爆者健康手帳の交付を受けている方を含む世帯(単身住宅入居資格要
被爆者世帯

件を満たすための該当は除く。)

申込者を含み、同居する親族が5人以上である世帯(胎児は除く)多家族世帯

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成ハンセン病療養所
13年法律第63号)第2条に規定する国内ハンセン病療養所又は国外ハン

等に入所していた
セン病療養所に入所していた方を含む世帯。(単身住宅入居資格要件を

方がいる世帯 満たすための該当は除く。)

八和2年12月、告和3年4j1 8月、12jl、八和4年4j]募架までの述統51・1、
連( 同世帯同'牢,義人でさいたま11i11i営住宅に人1,,1111込みをし、人1,':する

ことができない世惜ただし、"i逃後の部選等、"dの貨めに帖すべき
理111により人1',1できない11t帯は除く

連続落選世帯 C主)連続落選したことが分かる通知(落選はがき)又は、補欠となっ

たが入居できなかった際の補欠順位の通知書により入居することができ

なかったことが確認できない場合は、この遇措置は受けられません。
また、この優遇を受けた方が審査において、通知書等の原本を持参で

きない場合は失格となります。

※世帯状況による優遇を受ける場合は、申込締切日時点でその状況にあること。
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5 現在の住居の状況申立書葱回意寺篭W送1エノ,川ー゜秀秀勿万、勿%房弓劣勿iなノ珍、
雇ミ労0ハクハ会宏弦0歓飲4多;4/'/

公開抽せんにより一次当選された方は「現在の住居の状況申立書兼同意書・申込者全員分の

個人番号確認書類」及び申込名義人の身元確認書類」を下記期日までに別添の専用封僧j(桃色)

で、84円切手貼付の上、埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課まで送付して下さい。

提出により、後日開催する資格審査時に令和4年度所得・課税(非課税)証明書(令部事項証明

書)・障害者手帳の写し及び生活保護受給証明書の提出を省略することができます

※DV・虐待等の被害を受けて を受けるおモれがある合を含む)避難されている方について

は、埼工県住宅供給公社市町村営住宅課まで、ご連絡下さい。(マイナンバー制度では、 DV・虐待等の

被害を受けて避難されている方については、その所在地につながる情報(所在の都道府県名又は市町村

名)を秘匿することが可能です。)

(現在の住居の状況申立書兼同意醤等の捉出期日)

令和4年9月29日(木)必着

※上記朋日までに埼玉県住宅供給公社に到着した分のみが受付対象です

※期日を過ぎての提出、もしくは提出いただいても譜類に不備等があった場介は、令和4年度所得・課税

(非課税)誠明・占(全部事項証明書)」・「障響者千・帳の写し及び生活保護受給"1[明禽の提出を省略する
ことはできませんので資格審査当日までにご用意ください

事前に送付いただく書類は以下の書類です

(1)現在の住居の状況申立書兼同意書(表面裏面)

表而及び裏面をこ,こ入ください

(2)申込者全員分の個人番号(マイナンバー)確認書類一ーー・29ヘージ
次の書類から1点を提出してください。(申込者全員分)

①個人番号(マイナンバー)カードの写し(表面・裏面)納'効期限内のもの

②通知力ードの写し

③個人番号(マイナンバー)が記鞁された"帯全員で続柄・本籍の泥幟がされた住民票

※個人番号力信己載された住民禁を提1."いただいた場合、資格審査時の住民票の提出は省略できます

ただし、親族等で伺居している場合は、居住している他川帯全貝の住民票は必要となります

4仕民禁..己載事項証明゛;

÷2の辿知力ードのりしは、氏名、作所などに変史がない場介に桜り、引き続きマイナンバーを趾明する,1「類

て使川することができます

÷ 3 の住民票と、 4 作民票,1'.哉'1f川" 1リ1.1;は、 13}小込乳義人の身ノ'硫,忽'11捌12 の1_,1、辻して派ねることができま

ノ

ー゛

(3)申込名義人の身元確認書類

ノ/

身兀確,忍のため、次の 1 ま九は 2 の身兀f佛忍書類を拠H.1してください有'効1リⅡ恨内のもの)

1点で身兀確,忍ができる書類の例顔写真がついている公的なi汗類等

・個人番号(マイナンバー)カードの写し(裏面・表師)

・連転免許証の写し

・運転経歴証明書の写し

・旅"'(ハスポート)の写し

・障害者手帳の写し(写真付き)

・在留力ードの写し

特別永住名Ⅲ11明・'Ⅱの写し.

住基力ードの写し(写真付き).

②2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的な書類等)

介護保険被保険者証の写し.

後期高齡者医療受給者証の写し(被保険者等記号・番号等に黒挑りを施した写し)

健康保険被保険者証の写し(被保険者等記号・・番号等に!;1ι塗りを施した写し)

年金手帳の写し.

午金証書の写し.

基礎年金番号通知書の写し.

障害者手帳の写し(写貞なし).

・生活保護受給者証の写し

住民票の写し.

住民票記載事項証明占.

27ヘージ

※身ノe硫,}忍."類について不明な」',〔がありましナ;
埼1ξι1,Hkセ世給公礼 1Ⅱ町村営住宅課までお
い介わせください

30ヘージ
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6 資格審査

①資格審査の開催

公開抽せんにより一次当選された方は、下記のとおり資格審査をhいます

そろえて指定された期日までに郵送してください審査の詳細については、

選された方令員に郵送にてお知らせします

資格審査書類の提出

審査書類の送付先

②資格審査に必要な書類

[全員の方に提出していただく書類]

必喪な,11類

世帯令員の作民票
※申込者全員分の個人番号マイナンバー)確認書類として

すでに世帯全で本籍,続柄が記載された住民栗を醐送さ

れた方は、省略できます

詳Lくは、15へジ②をご確認下さい。

令和4午10月上旬頃(予定)

〒3308516 さいたま市浦和区村川13丁詞12番10号

埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課

世帯令員の保険'正の写し
被保険行等'ι1」・番リ等に!熊徐りを施した'芋し)

令和4作度所得・課税(非課税)証明冉
全部事項証明,牛

※929必着で、現在の住居の状況申立兼同意等を郵送

された方は不要です詳しくは15ヘージをご確認下さい

1か②のどちらかを全員分
0令和341三度市県民税納税証明,!1 北部市税事務所1課税者

南部市税事務所②非課税者の令羽13年塵所得・課税(非課税)証明
市税の窓U※義務教育を修了した同居予定者令員分,1;部事項証明・."

÷牛活保護受給者は不磐です

令和3年度国民健康保険税 ÷令荊1341Ξ4月11ヨ~令和44113"31Hまで区役所

冊に岡保に加入していたことがある方保険年金課納税而if明・,11

1 3のどれか

1貨貨契約'!1と靈要水項説明;11の写し 1民間住宅に住んでいる方

※1は専有而積が記載されているもの "お持ちの契約.11

田北部11i税事務所※1は賃貸契約期間が過ぎていないもの

2固定資産評価証明'(建物 ②または③親族間の家に住んでいる方 南部11i税喫務所

市税の窓口※2は所有者(共岡名義含む全てが記

3登記簿耽本写し 全部出項舐明;1T 戯されているもの 舟法務局

建物 ※契約俳等がない場合は辨前にご机談く

ださい。

※公的書類の有効期限は、発行から3ケ月以内のものです(有効期限が過ぎた書類は受付できません)

※資格審査までに、不足書類がないよう必要な書類を揃えて提出してください。審査において、指定され

た期日までに提出できない場合は失格となります。

く証明書を発行していただ<関係各所ので担当者様>

証明書の種類、年度はこちらの一覧に記載されている通りに発行していただくようお願いいたします

※次ヘージにも必要な書類があります必ず確認してくたさい

※本人だけでなく同居者の分も必要です

沈ル〔ゞ、〔

※世帯令員で証明され、本籍・続柄が

載っているもの

※世帯分艇して同居している場Aは、1舌

住している他世彬全員の住民票

国保・社保のうちいずれかの保険証

北部市税心務所

南部11i税,i務所

11i税の窓Π

次の②の書類を

9月下句頃一次当

i{な兆li先

令和4郁度(令和3咋分)

※裳務教育を修了した同居予定名令員

区役所Ⅸ民課
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[各内容に該当する方に提出していただく書類]※本人だけでなく同居者が該当する場合も必要です。

主な発行先内容 必要な書類

単身の方<①と②両方> ①戸籍本(全部事項証明)
※配偶者の死亡等履歴が載っているもの、独身 1本籍地の住民課満18歳以上で配偶者のい
であることが分かるもの 239ページない方がいる世帯
※外川籍の力'は、独身であることを祉明する.11類<①のみ>
②単身入居の入居資格認定のための申立書

障害者手帳をお持ちの方
※929必着で、現在の住居の状況申立婁兼同量書等を瓢送され

た方は不要です.詳Lくは15ベージをご確認下さい

生活保護を受給している方
※929必苛で、現在の住居の状況申立書兼同意書等を聾送され

た方は不要でず詳しくは15ページをご座認下さい

母子・父子世帯

児童扶養手当を受給している方

障害・遺族年金を受給している方

・車イス住宅にお申込の方

・公営住宅に居住している

が身体上の理由により下

層階をお申込の方

障害者手帳の写し

生活保護受給証明書※受給証ではありません

戸籍本(全部事項証明)

※子どもが別戸籍の場合は、子どもの戸籍謄本

(全部事項証明)も必要です。

直近の支払通知書の写し※手当額が記載されているもの

年金証書の写しまたは直近の支払通知書の写し

医師の診断書(原本)

※車イスを常時使用しなければならない理由、

下層階でなければならない理由等の記載があ

るもの

<①と②もしくは①と③のどちらか>
①戸籍謄本(全部事項証明)

②双方の住民票
※住民票は1年以上別居が確認できること

③離婚調停中であることがわかる裁判所が発行す

る書類(3ケ月以内のもの)

<①と②両方>
①それぞれの戸籍謄本(全部事項証明)

②内縁関係申立書または婚約申立書

①給与支払証明書
②事業所得等収支明細書※個人事業主含む

事実上婚姻関係が解消した世帯

内縁関係・婚約関係にある方

①31ページ
②33ページ

令和3年1月2日以降に

①現在の職場に就職した方

②自営業を開始した方

令和3年1月2日以降に

退職・廃業し無職の方

退職証明書・廃業届または雇用保険受給資

格証の写し

①在留力ードの写し※表裏
外国籍の方

②パスポートの写しなど入国日が分かるもの

在職証明書※勤務先の代表者が証明したもの市外から申込みした方

入居証明害(国立ハンセン病療養所等の長またハンセン病療養所等に入居

していた方 は厚生労働省健康局疾病対策課長が証明したもの)

年金証書の写し令和3年1月以降に年金を

受給し始めた方 または直近の支払通知害の写し

保護証明書または保護決定書の写し
DV被害者の方

※保護または決定から5年以内

令和2年12月、令和3年4月、 8月、12月、令和4年
連続落選の方

4月募集の落選ハガキまたは補欠順位書の写し

杣欠噸位.11のりし直近2年問で補欠落選した方

中国残留邦人等の支援給付 支援給付受給証明書

を受給している方 ※受給開始日が載っているもの

※申込世帯の状況により、他の書類を提出していただく場合もございます。

17

37ページまたは

任意の書式

区役所福祉課

37ページ

本籍地の住民課

区役所福祉課

①本籍地の住民課
②区役所区民課

①本籍地の住民課
②35ページ



(3)入居予定者及び補欠者の決定通知書

審査の結果、入居予定者となられた方には、入居決定通知書を送付します。また、補欠者の
方には、補欠順位の通知を行います。

なお、入居資格のなかった方に対しても、その旨をお知らせします。

(入居予定者)

入居の際には、原則として1名の緊急連絡先となる方と敷金(家賃の3ケ月分)が必要とな
ります。

(補欠の方)

補欠と決定された方は、入居予定者のうち、入居辞退者あるいは失格者が出た場合に、補欠
順位に従い入居していただくことになります。

◎補欠となられた方で、繰り上げの入居とならなかった方は、補欠順位の通知書を5年間保
存してください。落選したことが分かる通知とさせていただきます。
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入居予定者と決定された方に対して、入居説明会を開催いたします。旧時・会場は未定です。)

入居説明会では、市営住宅に入居された後に行っていただく申請手続などについて説明いたしま

すので必ず出席してください。なお、この説明会を無断欠席されますと失格となりますので、出

席できないときは埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課まで事前に連絡してください。

※その他注意事項
●市営住宅の家賃のほかに、月々の共益費(各団地により額が異なり、各々の団地で管理してし

ます。)及び各自が使用する光熱水費がかかります。

●団地内で犬や猫、鳩等の動物の飼育はできません。

飼育していることが判明した場合、市営住宅から退去していただくことがあります。
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バス側市役所前」
/

さいたま足
市役所

県民健康
センター

県庁第二庁舎

県

個人情報の利用目的等について

①個人情報の利用目的

①市営住宅等の申込、入居、収納、修繕、 退去等の業務

②各種情報及び連絡事項のご連絡やご案内 ③各種アンケートのお願い

④調査・統計資料の作成 ⑤その他住宅等の管理上必要な場合

②個人情報提供の任意性

申込書や各種申請書等にっいて、個人情報を含む所定の記入箇所の不備や添付書類を提出

されない場合、失格や無効など、不利益が生じる場合がありますので、ご承知おきください。

なお、各種アンケートについては、個人情報の提供は任意です。

偲)個人情報の第三者提供

当公社は、「法令等に定めがある場合」、「個人の生命を守るため緊急かっやむを得ないと

認められる場合」等を除き、個人情報を第三者に提供することはいたしません。

④個人情報の預託

当公社は、業務の執行上、個人情報保護の措置が講じられている業者(管理業者、修繕業
者など)へ個人情報を預託する場合がありますので、ご承知おきください。

⑤個人情報の利用目的の通知および開示等のお求めの手続き

当公社は、本人又は本人から依託された代理人からの個人情報の開示・訂正・利用停止等
のお求めには対応しております。 個人情報の取扱いに関するご相談、苦情窓口

なお、お求めの際は各種請求書を提出していただきます。 個人情報問合わせ・相談窓口
TEL0488292863 FAX048選24-3786
メールアドレス Ptivacy@saijk.or.jD
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般住宅(3人以上世帯)

叩甲"募拠戸敬作七争 難i上I F "

蜂岸住宅②

」6

30)K

(70,51ゞ)

道祖土団地

※3人以上の世帯のみ申込ができます。

楢帆 EV家貨(円)粧'1二迩物
所作地

(f,定)坪曜階数 ※注2 ※住3

17

2

U 訂樹

【新築】
浮谷住宅②

3DK

(68.9')

単身住宅

33,700 ~

66,100

(2惜)

引"DK

(65,61ゞ)

3

H29

※2人以上の世帯

2

引若建
西1菖峠111

聞幡地
有

】」

※注3

車イス住宅

有 有
N川越搾1計1"駅か.ン
q【武バス雫力、1〒き10分

「●系岸団地」下1川世,心:")

交辿機1瑚

※単身者の方は申込みできません。12ページをご確認ください

問取りの2UDKの「U」はユーティリティルーム(納戸など化使用できる多目的室)のことです

すべての住宅に風呂釜と浴槽が設置してあります。

EVはエレベーター、 Pは駐車場の略です駐車場の設置が無い団地で、車を所有Lている方はこ自分で近くの民

間駐車場を契約してくださいなお駐車場か設置されている住宅でも、空区画が無い場合があります

借り上げ市営住宅(西本郷住宅

今回、入居者の募集を行う西本郷住宅は、さいたま市が、公営住宅法の規定に基づき下表の期間満了日まで独立

行政法人都市再生機構から借上げ、入居者に転貸する借上げ市営住宅です。

借上げ期間満了後は住宅を明渡していただきますなお、明渡しにあたっては、原則として金銭の補償はいたし

ません

また、借上げ住宅においては、月々の共益費を住宅の家賃とあわせて、さいたま市が徴収しており、現在の共益

費額は下表のとおりてす。

注意事項

申込みにあたつては、現地及び周辺環境を事前にこ確認のうえ、申込み団地を選定してください

一部住宅を除き、市営住宅にはインターネット接続の環境か整備されておりません。

照明・エアコン・ガスレンジ等の設備はありません入居者の負担で設置してください

有 有」k京浜屯北紳州浦兵1駅ヰξ1コ1、E堆】0分

住宅名

西本郷住セ

イ1キ上げ期問満了日

令和Ⅱ年3月31日

共益贄額

4,100円
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春岡(はるおか)住宅

春岡住宅
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問い合わせ先

埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課

受付時問午前8:30~午後5

〒330-8516

さいたま市浦和区仲町3丁月12番10号

TEL 048-829-2878

FAX 048-825-1822

※電話番号のかけ違いにご注意ください。

※土・日・祝日は、休業田です
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